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奥州市避難行動要支援者避難支援計画について（概要版） 

 

平成 26 年４月に災害対策基本法が改正、平成 31 年３月に奥州市地域防災計画の

見直しが行われました。これを踏まえ、平成 26 年３月に策定した奥州市災害時要援

護者避難支援計画を、改正災害対策基本法による用語に改め、奥州市地域防災計画

の避難行動要支援者対策のうち、避難支援に関する事項を具体化し、基本となる事

項を定める計画「奥州市避難行動要支援者避難支援計画」に見直しました。 

 

 

１．計画策定の目的は？ 

風水害や地震等の災害に備え、避難行動要支援者の避難支援を迅速かつ的確に

行なうため、平常時から避難行動要支援者に関する情報の把握、あわせて避難支

援体制を確立することを目的として策定したものです。 

 

 

２．災害時に避難行動要支援者となる人（対象者）は？ 

  避難行動要支援者避難支援計画の対象となる「避難行動要支援者」は他者の支

援がなければ避難できない在宅者で、かつ家族等による必要な支援が受けられな

い等の理由により、災害時の一連の行動に支援を要する次の方々とします。 

（１）ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯の方 … ７５歳以上 

（２）介護保険における要介護・要支援認定者 … 要介護４以上 

（３）障がい者 … 身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の所有者 

（４）上記のほか、他者の支援がなければ避難できない在宅者で、かつ家族等に

よる必要な支援が受けられない等の理由により、支援を要する方（寝たき

り、難病患者、日本語に不慣れな外国人等） 

（５）その他、本人からの申し出により、地域内の関係者で協議した結果、避難

行動要支援者と認めた方 

※施設入所者及び自力で避難が可能な者は除くものとする。 
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３．避難行動要支援者の把握方法は？ 

  地域の協力者（行政区長、民生委員・児童委員、町内会・自治会、自主防災組

織、自治会組織等）の協力を得て、守秘義務を確保しながら支援が必要な対象者

を抽出します。抽出した対象者本人の同意を得ながら、個別計画である個別登録

台帳（以下、個別台帳）」の登録を行っていきます。また、名簿は定期的（毎年度）

に更新します。 

 

４．個別台帳の作成（登録）方法は？ 

  個別台帳登録の流れは次のとおりです。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画内容 

の共有 

同意 

③個別計画の作成 

個別計画作成 

対象者 

避難支援者 

・地域関係者の個別計画作成支援、情報提供 

・個別計画の取りまとめ、同意者名簿の作成 

説明 

地域の協力者 

①地域内の個別計画作成対象者を抽出 

※実際の家族構成や実態を考慮して支援が必要な対象者

を抽出する 

 

②対象者及びその支援者に対して個別計
画作成の趣旨を説明 

社会福祉協議会 

・個別計画作成に係る情報提供 

・個別計画、同意者名簿の原本管理 

・避難支援に係る関係機関への情報提供 

市 

作成支援・情報提供 個別計画提出 

情報提供 個別計画・同意者名簿提出 

関係機関へ情報提供 

同意 

説明 
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５．避難時に誰が避難行動要支援者を支援するの？ 

  個別計画に同意した方は、個別計画を作成します。 

この個別計画の内容には、避難行動要支援者の氏名・住所・生年月日・性別・

年齢・電話番号・心身の状況・かかりつけ医、緊急時の連絡先、福祉関係者や避

難支援者の氏名・住所等、避難場所・避難経路の事項に加え、地域の実情に応じ

た関連特記事項を記載します。 

「避難支援者」は、自治会組織、自主防災組織、消防団、福祉関係者、民生委

員・児童委員等が中心となり地域で話し合って、避難行動要支援者に対応する避

難支援者を明確化し、自治会組織、自主防災組織、福祉関係者やボランティア等

の構成員から複数名選出します。 

なお、避難支援者はあくまで任意の協力者であるため、避難支援者が不在、自

身の被災などにより、避難行動要支援者への支援が困難となる場合もあるため、

避難行動要支援者の自助が必要不可欠であることを十分に周知しておくこととし

ます。 

 

 

６．「個別計画」と社会福祉協議会の「にこにこネット台帳」との関連は？ 

  「個別計画」は、現在、奥州市社会福祉協議会が行なっている小地域福祉ネッ

トワーク事業※の「にこにこネット台帳」を兼ねるものとします。  

※小地域福祉ネットワーク事業 

  在宅のひとり暮らし高齢者、高齢者世帯、ひとり親、障がい者世帯等の避難行

動要支援者に対し、見守りや安否確認を中心に日常生活の援助を行いながら、か

つ有事の際に活用できるよう基本台帳及び緊急連絡カードを整備するものです。 

  このことから、避難行動要支援者名簿及び個別計画は、個別計画作成時に、本

人及び避難支援者からの同意を得たうえで、市、社会福祉協議会、町内会・自治

会、行政区長、自主防災組織、自治会組織、民生委員・児童委員、消防本部等の

範囲で情報共有するものとし、以外の者が閲覧することの無いよう、書類の保管・

個人情報の取り扱いに十分注意します。 

  なお、個別計画は毎年内容について確認し、変更があった場合は更新すること

とします。 
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７．災害時の避難支援体制・役割は？ 

  避難支援体制の整備を進めていくにあたっては、市のほか社会福祉協議会、自

主防災組織等の関係者の協力を得ながら連携し、避難行動要支援者への避難支援

対策を推進していきます。 

  避難行動要支援者への支援方法については、次のとおりです。 

 

（平常時） 

  ○避難行動要支援者の情報共有化 

  ○本計画の策定・改定 

  ○避難行動要支援者参加型の防災訓練の実施、広報 等 

（災害時） 

  ○避難準備情報等の伝達業務、避難誘導、安否確認、応急対策・救助、避難

状況の把握 

  ○避難所との連携・情報共有 

        

 

８．今後、計画を推進していく具体的な流れは？ 

  今後も引き続き個別計画作成に向けた取り組みを進めていくものですが、現状

では、奥州市内でも自主防災組織等が中心となって既に避難行動要支援者避難支

援に着手している地域や、検討中の地域、未着手の地域など様々な事情・温度差

が生じておりますが、市や社会福祉協議会、地域の協力者が協力して個別計画登

録まで活動を進めた上で、要支援者の避難支援体制を図っていきます。 

 


